
  

保存版小竹小学校「子ども 110番の家」対応マニュアル 

 

１．「子ども 110番の家」とは 

  子どもが「誘拐や暴力、痴漢」など何らかの被害に遭った、または遭いそうになったと助けを求め

てきたとき、その子どもを保護するとともに、警察、学校、家庭などへ連絡するなどして、地域ぐる

みで子どもたちの安全を守っていくボランティア活動です。 

 

 

２．主な活動の内容 

○犯罪の被害に遭い、または遭いそうになって助けを求めてきた子どもの保護 

○事件・事故の発生を認知したときの 110番通報、学校、家庭への連絡 

○日常生活の中で、近所に子どもたちが被害に遭いそうな危険個所などを発見した場合の連絡 

 

 

３．「子ども 110番の家」の意義   

学校・家庭・地域が一体となって子どもたちの安全を守っていこうという考えから、佐倉市 PTA連

絡協議会が「社会を明るくする運動」の補助金を運用して立ち上げたものです。現在、志津地区の各

学校区で看板が設置されています。看板を設置することによって、子どもたちを犯罪から守るだけで

なく、この地域の防犯意識の高さをアピールすることにもなり、犯罪抑止効果を得ることもできま

す。 

 

４．保険 

「子ども 110番の家」看板を設置いただいたお宅は、万が一に備え保険が適応されます。 

子どもの緊急避難を受け入れた際に皆様が何らかの被害を負った時は、小竹小学校にご連絡を

お願いします。見舞金程度になりますが、保険金がおります。 

 

 

５．活動上の留意事項 

○子どものプライバシーを尊重し、秘密を守ります。駆け込んできた子どもがたとえ顔見知りで

あっても、その内容を安易に近所の人に話すことのないよう、注意してください。 

〇子どもの立場に立った思いやりのある対応を、心がけ下さい。 

〇自分で犯人（不審者）に立ち向かおうなどという無理な活動は、決してしないでください。 

○「子ども 110番の家」はあくまでも緊急避難用であり、子どもたちがトイレを借りたり、水を

飲ませていただいたりするものではありません。 

○保護を求めるのは小竹小学校の子どもだけとは限りません。近隣の小学生、中学生、高校生で

あることも考えられます。その場合も【保存版】小竹小学校「子ども 110番の家」対応マニュア

ルに沿って対応をお願いします。 



2022 年 6 月 改訂 小竹小学校 PTA 校外指導部 

６．活動の継続・辞退等について 

○設置看板は辞退の連絡をいただかない限り、自動継続といたします。保険に関しましても同様

に自動継続いたします。 

○設置いただいている看板の交換や設置の辞退、ご不明な点がある場合は小竹小学校までご連絡

ください。後日、校外指導部が対応いたします。 

 

 

   連絡先：小竹小学校 電話番号 043-461-3121 

小竹小学校欠席連絡用メールアドレス（odake_keseki@yahoo.co.jp） 

 

 

小竹小学校「子ども 110番の家」対応フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

子どもたちが助けを求めてきたら、まず家の中に入れて保護する 

子どもたちを落ち着かせる 

子どもたちから話を聴く 

 

 

・暴力を受けた 

・追いかけられた（誘拐） 

・痴漢にあった   等 

 

・ケガをした 

・具合が悪い 等 

 

・110番通報 

あるいは 

・佐倉警察署ユーカリが丘交番 

    TEL：043-487-1750 

 

 

 

・小竹小学校 

TEL：043-461-3121 

・家族へ連絡 

保護した子どもを、保護者・教職員へ引き渡す 

◆事件・事故にあった 

 

◆事件・事故ではない 

 

◆警察へ連絡 

 

◆学校や家族に連絡 
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